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第第第第１１１１章章章章    行政改革大綱策定行政改革大綱策定行政改革大綱策定行政改革大綱策定のののの背景背景背景背景    

１１１１    これまでのこれまでのこれまでのこれまでの行政改革行政改革行政改革行政改革のののの取組取組取組取組みみみみ    

(1) 第一次山口市行政改革大綱の概要 

本市では、平成１７年１０月の旧１市４町の合併後、１０年後の「まちの姿」として「ひと、

まち、歴史と自然が輝く 交流と創造のまち 山口」の実現を目指した「山口市総合計画」を策

定し、新市が目指すべきまちづくりの方向性を明らかにするとともに、総合計画を効果的・効率

的に推進していくための経営方針として、行政運営の方向性を明らかにした「山口市行政改革大

綱（以下「第一次大綱」）」を策定しました。 

第一次大綱は、平成１８年度から平成２７年度の１０年間を計画期間とし、その間、平成２３

年３月に見直しを行い、また、総合計画との整合性の観点から、計画期間を２年間延長し、平成

２９年度を目標年度として、基本理念である「自立・協働によるまちづくりに向けた経営基盤の

改革」の達成に向けて、「協働によるまちづくりの推進」、「行政組織・体制の確立」、「行政経営

システムの確立」という３つの基本方針を設定し、改革の具体的方策（推進項目）を示した「山

口市行政改革大綱推進計画」を推進することにより、全庁を挙げて改革に取り組んできました。 

 

(2) 実施状況 

本市では、第一次大綱の推進計画に掲げた５６の推進項目に取り組んでおり、平成２８年度ま

での基本方針ごとの達成状況は以下の表のとおりとなっています。 

完了の目安に達した「実施済」は４項目７.１%、また、完了に向けて継続的に実施している｢実

施（継続）」は４７項目８３.９%という進捗状況となっており、５１項目９１.１%について着実

に進展しています。 

 

基本方針 項目数 実施済 実施(継続) 一部実施 未検討 廃止 

① 協働によるまちづくりの推進 ２４ ２ ２１ ０ ０ １ 

② 行政組織・体制の確立 １０ ０ ９ １ ０ ０ 

③ 行政経営システムの確立 ２２ ２ １７ ３ ０ ０ 

全体計 ５６ ４ ４７ ４ ０ １ 

 

このように本市では、これまで３つの基本方針のもとに様々な取組みを実施し、概ね順調な成

果と一定の財政効果を挙げてきましたが、更に取組みを推進しなければならないものや改善が必

要なもの、また社会経済情勢や環境の変化等により新たに取り組むべき課題が生じています。 
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(3) 取組みの成果 

① 協働によるまちづくりの推進 

    情報提供情報提供情報提供情報提供のののの推進推進推進推進    

市政に関する情報を市民に分かりやすく提供するために毎年度広報計画を策定し、テレビやラジ

オ等のメディアを含めた様々な広報媒体を計画的・効果的に活用するとともに、市政の動きが伝わ

る市報の紙面づくりや、市公式ウェブサイトによる積極的な情報発信を実施することで、まちづく

りに関する方向性の共有や、市政への関心が高まるように取り組んできました。市が毎年実施して

いるまちづくりアンケートでは、市公式ウェブサイトを利用する割合は低迷していますが、現在も

市民の約８割の方が市政に関する情報を市報から得ており、市報の充実が、効果的な市政情報の共

有化に大きな役割を果たしていると言えます。 

 

 
 【数値目標】 市公式ウェブサイトを利用する市民 ５０％以上 

 

    協働協働協働協働のののの推進推進推進推進    

本市では、平成２０年度から２１地域に地域づくり協議会が設立され、地域課題の解決に向けた

具体的な活動を示した地域づくり計画が策定される中で、その活動のための財源として地域づくり

交付金制度を創設しました。 

また、全地域に地域交流センターを設置し、自治会活動や市民活動等、地域づくりの拠点施設と

して位置づけ、様々な主体が積極的に地域づくりに参加できる環境の整備を進めてきました。併せ

て、全２１地域に地域担当職員を配置し、地域づくり協議会の運営を支援し、地域の特性に応じた

住民主体の地域づくりの基盤を構築しました。 

さらに、地域づくりアドバイザーの派遣、職員の地域活動への参加促進、あるいは地域づくり計

画の策定支援等、地域づくりに対して多面的なサポートを実施してきました。 

こうした取組みを通じて、各地域では地域づくり協議会をプラットフォーム1として、自治会・町

内会や地域団体等が連携し、それぞれの個性を生かした地域活動が展開される中で、市民の参画も

着実に進んでいます。 

  

                                                      

�1 「プラットフォーム」：土台となる環境のことです。ここでは、地域づくりに向けて関係団体が参加し、

話し合い、課題の共有ができる組織体を指します。 
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    民間活用民間活用民間活用民間活用のののの推進推進推進推進    

 「山口市民間化推進実行計画」（第一次：平成２０年度～平成２４年度、第二次：平成２５年度～平成２９年度）

を推進することにより、業務や施設の民間化2を計画的に進めてきました。 

 

山口市民間化推進実行計画の実施状況（項目数は、上段が第一次、下段が第二次の件数） 

項目名 項目数 実施済 一部実施 検討中 未検討 

①民営化への取組み 

市の業務を廃止し、民間独自の活動でこれまでと

同様のサービスを提供するように変えること 

１５ ２ ７ ６ ０ 

１１ ０ ８ ３ ０ 

②廃止への取組み 

市の業務の廃止による施設の解体 
３ ３ ０ ０ ０ 

１ １ ０ ０ ０ 

③委託化への取組み 

市の業務を民間に委ねて実施するように変える

こと 

１７ ４ １ １２ ０ 

１４ ３ ０ １１ ０ 

全体 
３５ ９ ８ １８ ０ 

２６ ４ ８ １４ ０ 

 

（民営化への取組みの実績） 

平成 20 年度 養護老人ホーム（福寿園） 

平成 23 年度 母子生活支援施設（かるがも苑） 

 

（廃止への取組みの実績） 

平成 20 年度 学校教員住宅 

平成 21 年度 大海出張所（行政窓口を除く）、教育支所 

平成 25 年度 阿東老人憩いの家 

 

（委託化への取組みの実績） 

平成 20 年度 中間処理施設管理運営業務、ごみ収集運搬業務(小郡地域の資源ごみ)、上下水道料金徴収業務 

平成 23 年度 地域包括支援センター運営業務（全５センター） 

平成 25 年度 清掃工場管理運営業務 

平成 26 年度 ごみ収集運搬業務（山口・小郡・秋穂地域の不燃物・金属小型家電） 

平成 28 年度 環境センター管理業務 

  

                                                      

�２「民間化」：本市における民間化とは、市民、団体、企業など、民間による実施（民営化）、市の業務・
施設の廃止、及び市の業務を多様な手法により民間に委ねて実施する外部委託等を指します。 
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② 行政組織・体制の確立 

    職員数職員数職員数職員数のののの適正化適正化適正化適正化    

 本市の定員管理については、平成１８年度に策定した「山口市定員適正化計画」及び平成２２年

度に策定した「山口市定員管理計画」に基づき、事務事業の精査や民間委託等の推進、内部管理業

務の集約化等を図りながら、業務内容の見直しと新規採用者数の抑制による職員数の適正化を進め

てきました。 

 職員数の推移を見ると、合併直前の平成１７年４月１日からの１２年間で、職員数は２２３人減

少し、平成２６年度以降の職員数は、数値目標である１，７００人以下を維持しています。 

 

 

 

※Ｈ１７からＨ２１には合併前の旧阿東町の職員数を含んでいます。 

 

③ 行政経営システムの確立 

    山口市財政運営健全化計画山口市財政運営健全化計画山口市財政運営健全化計画山口市財政運営健全化計画のののの推進推進推進推進    

１市４町の合併当時、平成１７年から平成２１年度までは、税収の伸び悩みや社会保障関係費3の

増大等への対応により、基金からの繰入金に依存した財政構造となっていましたが、平成１８年度

に策定した「山口市財政運営健全化計画」に基づき、職員数の削減や職員給与の見直しをはじめ、

補助金・負担金の見直し等の歳出削減策のほか、市税収入確保のための取組みや市有財産の有効活

用、有利な市債の活用等の歳入確保策に取り組むとともに、施策別包括的予算制度4の導入により、

行政評価システム5に基づく施策の重点化や事業の選択等、効果的な予算配分を図ってきました。 

こうした取組みの結果、経常収支比率6について数値目標は達成できていないものの、平成２２年

度以降の当初予算においては、財源不足を補うための基金の繰入に頼らない、歳入規模を基本とし

た予算編成を継続しています。 

  

                                                      

�３「社会保障関係費」：生活保護費関係費や社会福祉関係費等、社会保障に関係する費用のことです。 

�４「施策別包括的予算制度」：総合計画の施策体系ごとに予算の財源配分を行う制度で、施策内で行政評価

に応じた財源の選択と集中を図り、効果的な事業展開が可能となります。 

�５「行政評価システム」：総合計画の目標達成状況について、施策・基本事業の成果指標の目標値に対する

達成度を定期的・継続的に測定することで評価を行い、それを公表し、評価結果を施策の改善につなげてい

く仕組みです。 

�６「経常収支比率」：地方税、普通交付税のように使途が特定されておらず、毎年度経常的に収入される財

源が、人件費、扶助費、公債費といった、毎年支出される経常的な経費にどれだけ充当されているかを示す

ものです。数値が高くなるほど財政の弾力性が失われていることを示します。 

【数値目標】 経常収支比率 ８５％未満 
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    市有財産市有財産市有財産市有財産のののの有効活用有効活用有効活用有効活用    

公有財産台帳システムの更新や、統合型ＧＩＳ7による公有財産データの共有化により業務の効率

化を進めるとともに、自主財源確保の取組みとして、未利用財産の積極的な売払いや貸付に取り組

んできました。平成２４年度以降は、各年度１億円の目標を継続的に上回り、計画期間合計で１４

億９千万円の歳入につながっています。 

                       （金額の単位は “百万円” ） 

■未利用財産の処分 

年度 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 合計 

件数 40 38 24 25 27 32 42 34 37 39 28 366 

金額 58 64 98 62 34 48 127 87 85 432 127 1,222 

■未利用財産の貸付 

年度 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 合計 

件数 - - - 65 102 108 186 231 211 152 169 1,224 

金額 - - - 50 34 35 31 30 31 32 26 269 

【数値目標】 未利用財産の処分・貸し付けによる収入 １００百万円／年 

 

    市税等市税等市税等市税等のののの徴収率徴収率徴収率徴収率のののの向上向上向上向上    

市税や国民健康保険料等の歳入確保について、行政運営の自主性や安定性を高めるとともに、納

税の義務等による公平性の確保を図る観点から、コールセンターやインターネット公売、コンビニ

エンスストア納付等、徴収率向上につながる積極的な取組みを実施してきました。 

こうした取組みの結果、平成２６年度以降の徴収率は、数値目標を上回る高い水準を維持してい

ます。 

 

【数値目標】 市税徴収率（現年分） 98.7％ 

 

 

                                                      

�７「統合型ＧＩＳ」：各部署が日常業務で利用する地図情報（道路、街区、建物、河川等）を庁内全体で共

用できる形で整備し、利用していく庁内横断的な仕組みのことです。 
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(4) 財政効果額 

 平成１８年度から平成２８年度までの１１年間における、委託化や指定管理者制度8導入等の民

間化の取組み、職員数の適正化等による歳出抑制策や、市税等の徴収率の向上、市有財産の有効

活用等の歳入確保の取組みにより、約１５７億２，７００万円の財政効果を生み出しました。 

 この財政効果により捻出された財源は、施策別包括的予算制度の仕組みの中で、行政評価に基

づいた施策の重点化等を行いながら、本市のまちづくりに活用しています。 

 

 

 

 

  

                                                      

�８「指定管理者制度」：自治体が設置する施設のうち、文化施設やスポーツ施設、福祉施設等、市民の利用

に供するための施設、いわゆる公の施設の管理について、民間の能力やノウハウを活用しつつ、市民サービ

スの向上を図るとともに、経費の縮減を図ることを目的に、これまでの「管理委託制度」に替わり、平成 

１５年度に創設された施設管理制度です。 

財政効果額（内訳） 単位：百万円

職員人件費（職員数減の他、給与制度の⾒直し等含む） 5,819
⺠間化（指定管理者・委託化等） 2,536
市税徴収率の向上 2,471
公共⼯事等の効率化 2,283
市有財産の有効活用（売却・貸付） 1,491
その他（補助⾦の⾒直し・内部業務経費の削減等） 1,127
合計 15,727
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２２２２    本市本市本市本市をとりまくをとりまくをとりまくをとりまく状況状況状況状況    

(1) 人口推計 

本市の人口については、平成２７年度国勢調査に基づく将来人口推計（本市独自推計）におい

て、中長期的には市内全ての地域で人口減少が進むと同時に、年少人口・生産年齢人口9の減少、

高齢者人口の増加が進むことから、このままであれば平成７２年（２０６０年）に約１４万１千

人まで減少すると予測しています。 

こうした中、山口市まち・ひと・しごと創生総合戦略「人口長期ビジョン」においては、出生

率の向上や移住定住の促進、雇用の場の確保等に向けた取組みにより、平成７２年（２０６０年）

における人口について、約１７万人を維持する展望を示しています。 

また、第二次山口市総合計画においては、計画最終年度にあたる平成３９年度（２０２７年）

に人口１９万人を維持することを想定し、その実現に向けた重点プロジェクトや施策を展開して

いくこととしています。 

 

 

 

 

  

                                                      

�９「生産年齢人口」：国内で行われている生産活動に就いている中核の労働力となるような年齢の人口のこ

とで、日本では１５歳以上６５歳未満の年齢に該当する人口のことです。 
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(2) 財政状況 

    普通普通普通普通会計会計会計会計10101010決算額決算額決算額決算額のののの推移推移推移推移    

歳入において、「市税」については、リーマンショック（平成 20 年度）等の影響により大幅に減

少したものの、平成 25年度以降は、国の経済対策等により景気が緩やかな回復基調にあることか

ら、税収が堅調に推移しています。「地方交付税等」については、増加傾向にありましたが、近年

では平成 27 年度からの合併支援措置である地方交付税の合併算定替の逓減等により、減少傾向に

あります。なお、合併算定替は、平成 32年度（2020 年度）をもって終了します。 

歳出においては、少子高齢化の進展に伴う社会保障関係費の増加により、「扶助費」が年々増加

しています。また、市債の返済を行う「公債費」については、平成 19 年度から平成 21 年度に公的

資金補償金免除の繰上償還を重点的に行ったことにより、それ以降減額となっています。 

普通建設事業費等の「投資的経費」については、平成 21 年度には国の経済対策や豪雨災害に係

る災害復旧事業の影響により増加しているほか、平成 24 年度以降は新山口駅ターミナルパーク整

備等の大型建設事業が増加したことにより大きく伸びています。 

 

 

  

                                                      

�１０「普通会計」：全国統一の基準で他の地方公共団体と比較できるように、一般会計と特別会計の一部を

合わせた統計上の会計のことをいいます。本市では、一般会計のほか、地域下水道事業特別会計及び特別林

野特別会計並びに小郡駅前第三土地区画整理事業特別会計（平成２７年度まで）の一部の合計となります。 
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３３３３    今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    

(1) 協働によるまちづくり 

これまでの取組みにより、協働によるまちづくりの理念や、これを支える地域づくり交付金制

度による地域主体の地域づくりが、着実に浸透しているところです。 

しかしながら、人口減少・少子高齢化や、単身世帯の増加、生活スタイルの変化により、生活

支援機能や防災機能の確保、空き家対策等といった地域が抱える課題も複雑化しており、これま

で地域コミュニティの中で担っていた支え合いの機能の維持や、新たな課題への対応が困難とな

っていくことも想定されます。 

こうした中、協働によるまちづくりをより一層推進し、地域をめぐる新たな課題を洗い出すと

ともに、その解決に向けて、市民や行政、様々な主体が力を合わせて取組みを進めることができ

る仕組みを充実していく必要があります。 

 

(2) 民間活用 

  本市では、「山口市民間化推進実行計画」のもと、各集会所の地域への譲渡や、環境関係業務11

の民間委託、公の施設への指定管理者制度導入等を進めていますが、社会情勢の変化や施設の老

朽化、採算性等の問題から、更なる民間化が困難となっている事業や施設があります。 

  一方で、公共の多くの分野について、多様な形で民間の活力を活用できる環境が整ってきてお

り、経営的な視点による行政資源12の有効活用という視点に加えて、共に公共を支えるパートナ

ーという観点から、行政と民間が積極的に連携できる仕組みづくりを進める必要があります。 

 

(3) 地域行政組織の機能 

本市では、これまでの行政改革の取組みを踏まえた行政経営の分析や、次なる取組みに向けた

課題の整理を行うために、平成２７年度に専門機関による行政診断13を実施しました。 

この中では、総合支所及び地域交流センターに十分な権限や予算が無いことや、総合支所と地

域交流センターとが直接結びついていないことが要因となり、地域課題への迅速かつきめ細かな

対応に支障が生じる場合があることから、総合支所・地域交流センター等、地域行政組織の権限

や機能の見直しの必要性について指摘されています。 

今後、各総合支所・地域交流センターを地域拠点として、それぞれの地域の特性に応じたまち

づくりの展開を図っていく中で、地域課題の解決に向けた対応、サービス提供体制の充実を目指

して、総合支所・地域交流センターの機能や権限を強化していくと同時に、限られた財源の中で、

将来にわたって必要なサービスを継続的に提供することができるように、行政が担っていくべき

機能の整理が必要です。 

 

                                                      

�１１「環境関係業務」：清掃工場管理運営業務、中間処理施設管理運営業務、環境センター管理業務、ごみ

収集運搬業務 

�１２「行政資源」：市が行政活動を行うために、投入する資源のことで、予算・人員・保有資産等を指しま

す。 

�１３「行政診断」：第三者機関の客観的な視点に基づき、行財政改革の取組、事務事業、行政組織、職員定

数等の現状と課題を調査・分析して、それに対する具体的な改善策の提案を受けることで、本市の行政経営

の検討を深めることを目的に実施した調査です 。 
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(4) 新本庁舎整備 

  現在の本庁舎は最も古い棟で建築後５０年以上を経過しており、老朽化や耐震性、狭あい化等

様々な課題を抱えているため、抜本的な対策として新本庁舎の整備を進めることとしています。 

  新本庁舎の整備にあたっては、市民サービス向上のための行政機能の充実をはじめ、防災拠点

としての役割や、環境・景観への配慮等が、検討を進める際の重要な視点となっています。 

  新本庁舎の整備を、各総合支所や地域交流センター等を含めた市全体の行政機能等の充実の契

機として捉え、ワンストップサービス14等の窓口機能の向上を図るとともに、これまで物理的な

要因で着手できなかった抜本的な組織改革、業務プロセスの再構築を進めていく必要があります。 

 

(5) 職員数 

これまでの定員管理計画に基づく取組みにより、正規職員の職員数が抑制されている中、地方

分権の進展に伴う権限移譲事務の増加、安全安心への意識の高まりや災害の増加に伴う防災・防

犯対策の充実、多様化する市民ニーズへの対応等、取り組むべき業務は増加傾向にあります。 

このような中、長時間労働の常態化や画一的な労働制度、仕事と育児・介護との両立の困難性

が働く人の意欲を低下させ、労働生産性の向上を阻むとして、国においては働き方改革による労

働制度の抜本的改革を推し進めています。 

本市においても、限られた人材を効果的に活用する中で、長時間労働の是正や柔軟な働き方が

できる環境整備等に配慮しつつ、業務内容に応じた定員の適正管理を進めることが課題となって

います。    

 

(6) 財政運営 

本市の財政運営について、将来的な財政見通しでは、普通交付税の合併支援措置が平成３２年

度（２０２０年度）をもって終了するほか、人口減少や社会経済情勢の先行きが不透明な状況に

おいて、市税等を含めた一般財源総額の大幅な増加が見込めない一方で、社会保障関係費や公債

費の増加が見込まれる等、財政の硬直化が懸念されます。 

今後、行政が提供すべきサービスや推進すべき事業を継続的に実施していくためには、行政評

価に基づく事業の見直しや、市税の徴収率向上、市有財産の有効活用等の取組みにより、歳入歳

出両面からの財源確保に努める必要があります。同時に交付税措置率の高い有利な市債の活用や

計画的な基金の積立と活用等により安定した財政基盤を確立することが重要です。 

 

(7) 公共施設等（公共建築物・インフラ資産） 

本市の公共施設等の将来あるべき姿を検討していくための基本方針として、平成２７年８月に

策定した「山口市公共施設等総合管理計画」においては、今後４０年間で必要となる施設更新費

用の年平均が、これまでの１．３倍必要となる見通しであり、人口減少の状況や人口構造の変化

に伴う市民ニーズの動向等を慎重に見極めながら、公共施設の適正配置や施設数、施設規模の見

直し等について、計画的に進める必要があります。 

                                                      

�１４「ワンストップサービス」：複数の手続きを一箇所で済ますことができる環境のことです。 
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(8) 行政経営をめぐる環境の変化 

地方自治体をとりまく環境は絶えず変化しており、近年では労働制度の抜本改革を図る働き方

改革や、地方財政に影響するトップランナー方式15の拡充、内部統制16制度の自治体への導入とい

った国の動きや、ＩＣＴ17の進展に伴う新しい技術の確立等、行政経営をめぐる環境の変化への

対応が求められています。 

また、平成２７年度に実施した行政診断により、組織マネジメント18機能の強化や行政評価シ

ステム制度の見直し等、本市の取り組むべき課題が明らかになったところです。 

  本市自らの判断と責任による自立した行政経営を継続していくために、これらの社会情勢や環

境の変化に柔軟に対応できる組織基盤の整備が必要です。 

  

                                                      

�１５「トップランナー方式」：地方交付税について、民間委託等の業務改革を実施している地方公共団体の

経費水準を反映する方式のことです。 

�１６「内部統制」：違法行為、不正、ミス等を発生させることなく、法令や、所定の基準、手続き等に基づ

いて、業務が、健全かつ効率的に運営されるよう、組織自らが自律的に管理統制を行う仕組み、又は機能の

ことです。 

�１７「ICT」：Information and Communication Technology の略語で、情報処理や通信に関連する技術、産業、

設備、サービス等の総称です。 

�１８「組織マネジメント」：適切な管理、戦略、計画等によって目標を効果的に達成することをいいます。 
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第第第第２２２２章章章章    更更更更なるなるなるなる改革改革改革改革にににに向向向向けてけてけてけて    

１１１１    第二次山口市行政改革大綱第二次山口市行政改革大綱第二次山口市行政改革大綱第二次山口市行政改革大綱のののの全体像全体像全体像全体像    

(1) 大綱の位置づけ 

  本市は、平成３０年度から平成３９年度（２０２７年度）を計画期間とする「第二次山口市総

合計画」において、「広域県央中核都市づくり」と「個性と安心の２１地域づくり」を都市政策

の柱に据え、目標とする将来都市像「豊かな暮らしと 交流と創造のまち 山口～これが私のふ

るさとだ～」に向けて、今後１０年間のまちづくりの基本的な方向性を示すこととしています。 

  第二次山口市行政改革大綱は、この総合計画の効果的・効率的な推進を図るための、本市の行

政改革の基本的な方向性や考え方等を明らかにしたものであり、総合計画で掲げる将来都市像の

実現に向けた「経営方針」としての役割を担うものです。 

 

(2) 計画期間 

第二次山口市行政改革大綱は、「第二次山口市総合計画」の目標を実現するために、本市の目

指す行政経営の方向性を明らかにするものです。 

こうしたことから、計画期間についても総合計画と整合性を図り、平成３０年度から平成３９

年度（２０２７年度）までの１０年間とします。 

また、個々の改革の具体的方策を明らかにするために、計画期間を平成３０年度から平成３４

年度（２０２２年度）とする「第二次山口市行政改革大綱推進計画」を策定することとし、実施

状況等の評価により、毎年度見直すこととします。 

 

計画 計画期間 

第二次山口市行政改革大綱 
１０年間 

平成 30～39 年度（2018～2027 年度） 

第二次山口市行政改革大綱 

推進計画 

５年間 

 前期：平成 30～34 年度（2018～2022 年度） 

 後期：平成 35～39 年度（2023～2027 年度） 

 

(3) 構成 

第二次山口市行政改革大綱の構成は次のとおりとします。 

 

■基本理念・・・・・平成３９年度（２０２７年度）に目指すべき行政経営の将来像 

■基本方針・・・・・基本理念を実現するための取組みの方向性 

■改革の方向性・・・重点的に取り組む行政改革のテーマ 
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２２２２    基本理念基本理念基本理念基本理念とととと基本方針基本方針基本方針基本方針    

(1) 基本理念 

市民本位の市民本位の市民本位の市民本位の公共公共公共公共サービスの実現サービスの実現サービスの実現サービスの実現    

～～～～多様な主体との協働のもと、多様な主体との協働のもと、多様な主体との協働のもと、多様な主体との協働のもと、豊かな暮らしを支える豊かな暮らしを支える豊かな暮らしを支える豊かな暮らしを支える行政経営～行政経営～行政経営～行政経営～    

 

本市では、平成１７年に旧１市４町、平成２２年に旧阿東町との合併を行いました。少子高齢

化といった社会経済情勢や、生活圏の拡大といった合併による諸課題に適切に対応するため、こ

れまで組織の再編や職員数の適正化等、コスト縮減に重点を置き、合併効果を早期に発揮させる

ために、経営基盤の強化を進めてきました。しかしながら今後の行政改革は、こうしたコストを

重視した取組みばかりでなく、合併により一体となった市民が真に生活の豊かさを実感できるよ

うに、現在の社会経済情勢や環境に即した組織運営や体制整備を進めることで、更なる市民サー

ビスの充実を図りつつ、財政の健全性を確保した行政経営を展開していくことが重要です。 

また、人口減少・少子高齢社会にあっても、市民一人ひとりが住み慣れた地域で安心して豊か

な暮らしを実現し、充実した未来に向けた展望を持ち続けられる地域社会を築いていくため、行

政はもちろん、市民、団体、事業者等の多様な主体が、適切な役割分担のもと、お互いに協働・

連携して主体的にまちづくりに取り組み、新たな公共サービスを展開していくことが必要不可欠

となっています。 

本市は、更なる組織運営の充実、財政基盤の確立を進めることはもとより、多様な主体との協

働のもと、社会経済情勢や環境の変化に適切に対応し、豊かな暮らしを支える基盤づくりを進め

ることで、市民の満足度が最大限に高まる公共サービスの実現を目指します。 

 

(2) 基本方針と改革の方向性 

基本理念の達成に向けて３つの基本方針を設定し、施策を総合的かつ計画的に推進します。 

 

【【【【基本方針基本方針基本方針基本方針ⅠⅠⅠⅠ】】】】    協働協働協働協働・・・・官民連携官民連携官民連携官民連携のののの推進推進推進推進    

改革の方向性   １ 住民自治の充実に向けた環境整備 

           ２ 積極的な官民連携の推進 

 

【【【【基本方針基本方針基本方針基本方針ⅡⅡⅡⅡ】】】】    市民市民市民市民サービスサービスサービスサービス向上向上向上向上にににに向向向向けたけたけたけた組織運営組織運営組織運営組織運営    

改革の方向性   １ 効果的・効率的な組織体制 

           ２ 人材育成・活用の推進 

           ３ ＩＣＴ化の推進 

 

【【【【基本方針基本方針基本方針基本方針ⅢⅢⅢⅢ】】】】    行政資源行政資源行政資源行政資源のののの有効活用有効活用有効活用有効活用    

改革の方向性   １ 行政経営手法の浸透 

           ２ 健全な財政基盤の確立 
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【【【【基本方針基本方針基本方針基本方針ⅠⅠⅠⅠ】】】】        協働協働協働協働・・・・官民連携官民連携官民連携官民連携のののの推進推進推進推進    

 

本市はこれまで、「まちづくりの主役は市民である」という住民自治の原点に立ち、個

性豊かで活力のある地域社会の実現に向けて、住民主体のまちづくりが推進できる仕組み

の構築を進めてきました。 

今後人口減少・少子高齢化等、地域をめぐる状況が厳しさを増していくことが想定され

る中、市民一人ひとりの価値観や多様性が尊重され、誰もが住み慣れた地域で、将来にわ

たって安心して豊かに暮らすことができる地域社会を構築するためには、地域の実情に合

わせ、柔軟に支援する行政組織を目指すとともに、地域コミュニティをはじめ、ＮＰＯ19法

人等の市民団体や、大学等の教育機関等の様々な主体が、目指す将来像や地域課題を共有

し、共に考え、それぞれの特性を生かしながら公共を支えていくことが必要です。 

また、現在では公共サービスの多くの部分を担っている民間事業者については、コスト

削減やサービス向上といった視点だけでなく、地域の活性化や、民間のノウハウの活用に

よる地域課題の解決等、公共を支える主体の一員として、積極的な連携を図っていく必要

があります。 

今後も多様な主体がそれぞれの特性を理解した上で、積極的にコミュニケーションを図

りながら連携することで、それぞれの強みを最大限に生かして活躍できる仕組みづくりを

進めていきます。 

 
                                                      

�１９「NPO」：Non Profit Organization の略語で、非営利団体と訳します。政府や私企業とは独立した存在で、

市民・民間の支援のもとで様々な社会貢献活動を行なうボランティア団体や、市民活動団体等の総称をいい

ます。 
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【【【【改革改革改革改革のののの方向性方向性方向性方向性１１１１】】】】        住民自治住民自治住民自治住民自治のののの充実充実充実充実にににに向向向向けたけたけたけた環境整備環境整備環境整備環境整備    

    

■■■■施策施策施策施策（（（（1111））））市民市民市民市民とととと行政行政行政行政のののの情報共有情報共有情報共有情報共有・・・・相互理解相互理解相互理解相互理解    

  複雑化する地域課題の解決に向けて、多様な主体がそれぞれの強みを生かしながらお互い

を補完し、連携できる関係を広げていくためには、共に目指すべき将来像を共有するととも

に、それぞれの特性や内在する課題について相互理解を進めることが必要不可欠です。 

特に、地域が抱える課題については、各地域の人口構成や歴史的背景、地勢、その時々の

社会情勢等により様々であり、その課題解決にあたって地域と行政が担う役割は、地域ごと

に違いがあり、かつ流動的であることから、地域の実情に即した役割の整理や、環境の変化

への柔軟な対応が可能となるよう、市民と行政がしっかりと情報共有やコミュニケーション

を図り、一体的に取り組んでいくことが重要となります。 

そのため、情報の共有化に向けて、市報をはじめ、市公式ウェブサイトやテレビ、ラジオ

の市政番組、ＳＮＳ等、多様な方策を活用した計画的かつ戦略的な広報活動により、効果的

な情報提供を進めるとともに、集会形式で開催する移動市長室、個別に随時発信できるウェ

ブサイトや市長への手紙等により、広く市政に対する意見や提言を聴く機会の充実を進めま

す。 

また、市民や市民活動団体等との話し合いを活発に行うための仕組みづくりを強化し、よ

り一層のコミュニケーションの充実を図ります。 

 

■■■■施策施策施策施策（（（（2222））））協働推進体制協働推進体制協働推進体制協働推進体制のののの充実充実充実充実    

  本市はこれまで、住民主体の地域づくりの実現に向けた取組みを進めてきましたが、次な

る１０年においては、地域の実情に応じた協働によるまちづくりを一層推進するために、自

治会・町内会をはじめ、地域で活動する市民団体、企業といったあらゆる主体の連携の促進

に向けた支援を強化することで、地域づくり協議会のプラットフォームとしての機能を最大

限に生かしていく必要があります。 

  そのため、更なる協働によるまちづくりの推進に向けた体制の充実を進める取組みとし

て、複雑な地域課題に一体的に対応するため、部局横断的な業務推進を図るとともに、総合

支所や地域交流センターの、地域づくりを総合的に支援する拠点としての機能をさらに強化

します。 

また、地域づくり交付金制度の充実や、中間支援機能20の強化等、地域の実情に応じたよ

り効果的な連携・支援を行うための体制の見直しを図ります。 

 

 

  

                                                      

�２０「中間支援機能」：地域と行政など様々な主体の間に立つパイプ役として、中立的な立場で地域づくり

を支える機能のことです。 
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【【【【改革改革改革改革のののの方向性方向性方向性方向性２２２２】】】】        積極的積極的積極的積極的なななな官民連携官民連携官民連携官民連携のののの推進推進推進推進    

    

■■■■施策施策施策施策（（（（1111））））民間活力民間活力民間活力民間活力のののの積極的活用積極的活用積極的活用積極的活用    

  本市では、平成１８年８月に「山口市民間活用ガイドライン」を策定し、全ての事務

事業等の事業仕分けを実施するとともに、平成２０年３月に策定した「山口市民間化推

進実行計画（平成２０年度～平成２４年度）」と、その取組みの成果や課題を踏まえて

平成２５年３月に策定した「山口市民間化推進実行計画（平成２５年度～平成２９年度）」

により、全庁的に民間化を推進してきました。 

  また、平成２１年度から事務事業評価を本格実施しており、行政評価システムによる

マネジメントサイクルの中で、すべての事務事業について民間化の検証を行う仕組みが

確立しています。 

  今後は、これまでの民間化の実施状況を踏まえつつ取組みを重点化し、対象業務や施

設の特性に応じた民営化や委託化を計画的に実施します。 

 

■■■■施策施策施策施策（（（（2222））））新新新新たなたなたなたな官民官民官民官民パートナーシップのパートナーシップのパートナーシップのパートナーシップの推進推進推進推進    

  本市はこれまで、主に業務の効率化やコストの縮減の観点から積極的な民間化を進め

てきましたが、これからは民間事業者や各種団体と行政が連携しながら、地域における

新しい需要を生み出し、雇用の場の創出や、定住人口の増加につなげる取組みも必要と

なってきています。 

  新たな事業機会の創出や、公共サービスの質の向上に向けて、行政と民間が対話し、

民間の創意と工夫を施策に反映できる仕組みについて研究を進めるとともに、様々な分

野において、ＰＦＩ21事業の活用等、民間との連携手段の中から最大限の効果が得られる

手法の研究・導入を進めます。 

 

 

  

                                                      

�２１「PFI」：Private Finance Initiative の略語で、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営

能力等を活用して行なう手法をいいます。国や地方公共団体が直接実施するよりも効率的かつ効果的に公共

サービスの提供ができると考えられています。 
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【【【【基本方針基本方針基本方針基本方針ⅡⅡⅡⅡ】】】】        市民市民市民市民サービスサービスサービスサービス向上向上向上向上にににに向向向向けたけたけたけた組織運営組織運営組織運営組織運営    

 

地方分権改革22の考え方に基づいて、様々な権限が基礎自治体に移譲されている中で、地

方公共団体は自らの判断と責任により、地域の実情に沿った行政を展開するとともに、地

方分権の成果を市内全域にわたって最大限に生かしていくことが求められています。 

厳しい財政状況の中でも安全かつ良質な市民サービスが確実、効率的に実施され、市内

のどの地域においても、必要なときに必要なサービスや支援を受けることができる環境の

構築には、地方分権の進展や環境の変化に対応しながら自主的、総合的に施策を推進でき

る組織基盤の強化を進めるとともに、総合支所・地域交流センターをはじめとして、より

地域に身近な所で地域課題を共に考え、解決することができる組織体制の整備を図ってい

くことが必要です。 

特に、今後予定されている新本庁舎の整備については、市民の利用のしやすさや、行政

機能の充実、防災拠点としての役割等、様々な視点から検討を進めることとしており、市

民サービスの質の向上、市全体の業務執行体制の効率化の大きな契機となることから、ワ

ンストップ機能の強化等、総合支所・地域交流センターを含めた総合的な業務改革に向け

て、全庁的かつ早期の検討を進めることが必要です。 

人的体制の面においては、地方分権の進展や行政に対する市民ニーズの高まり等に伴っ

て、職員一人当たりの業務量は増加傾向にあることに加えて、多様な主体との協働や、定

型・定例的な業務の民間委託が進む中で、円滑に合意形成を進めるための調整能力や政策

立案等の、より専門的で高度な知識が求められるようになっています。 

このような状況を踏まえて、今後の人材育成にあたっては、職務遂行能力の一層の向上

を図るとともに、「働き方改革」の必要性等の意識啓発を図ることで、全ての職員が健康

に仕事と家庭をバランスよく両立しながら働くことのできる環境を整備し、業務効率の一

層の向上を目指します。 

また、現在も急速に進展しているＩＣＴは、更なる業務の効率化やサービス向上を実現

するとともに、新しいサービスの創出による地域課題の解決という役割も期待できること

から、様々な分野で積極的な研究を進めます。 

  

                                                      

�２２「地方分権改革」：国と地方との関係を、上下・主従の関係から対等・協力の新しい関係に転換すると

の理念を掲げ、平成５年から実施されてきた、国から地方、都道府県から市町村への権限移譲や、地方に対

する規制緩和等の取組みのことです。 
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【【【【改革改革改革改革のののの方向性方向性方向性方向性１１１１】】】】        効果的効果的効果的効果的・・・・効率的効率的効率的効率的なななな組織体制組織体制組織体制組織体制    

    

■■■■施策施策施策施策（（（（1111））））組織組織組織組織基盤基盤基盤基盤のののの強化強化強化強化 

  第二次山口市総合計画の着実な推進や地方分権社会への的確な対応を図る中で、施策の重点

化や環境の変化に柔軟に対応できるように、各部局の業務執行状況を継続的に把握しながら、

効果的かつ効率的な組織体制の整備を進めます。 

また、可能な限り組織間の重複をなくし、全体で最大限の成果を得るためには、部局を超え

た横断的な組織連携による施策展開を図る必要があります。そのため、各部に設置している政

策管理室を中心とした部局内マネジメントを推進するとともに、施策横断的な課題解決やプロ

ジェクトの推進が組織的に行えるように、経営会議23や政策調整会議24等における調整を適切に

実施します。 

  さらに、今後予定されている新本庁舎の整備は、これまで物理的な要因により着手できなか

った抜本的な組織改革や、各総合支所・地域交流センター等を含めた総合的な機能強化に向け

た検討の契機となることから、市民がワンストップで利用できる総合窓口の設置や、各執務室

の効率的な配置の検討と併せて、全体的な業務手順の整理を行い、最適な組織体制の検討を進

めます。 

 

■■■■施策施策施策施策（（（（2222））））業務執行体制業務執行体制業務執行体制業務執行体制のののの整備整備整備整備 

証明書の発行や申請の受付を行う窓口については、市民と最も直接的に接する部署であり、

来庁目的に応じた分かりやすい配置や導線、より迅速に対応できる仕組みの検討等、市民の声

を聞きながら、より満足度の高い環境の整備を進めていく必要があります。そのため、各窓口

における課題を踏まえて組織的な検討を実施し、継続的に窓口環境の改善を進めるとともに、

コンビニ交付の推進等により、サービス提供体制の充実を図ります。 

また、大地震等大きな災害が発生した場合、行政自らも被災し、人、モノ、情報等利用でき

る資源に制約がある中で、非常時においても中断できない通常業務と応急対策業務を並行して

実施していく必要があります。 

こうした中でも適切に業務を執行できるよう、業務継続計画（ＢＣＰ）25等を適宜見直しな

がら、非常時の業務執行体制の整備を図ります。 

加えて、総合支所や地域交流センターは、所管区域における地域振興や市民サービスの窓口、

地域づくり活動の支援に関する業務等を行うとともに、災害発生時における地域の拠点として

位置づけており、地域における市民サービスの提供や地域づくり、防災面において重要な役割

を果たしています。 

地域の個性や自主性を重視したまちづくりを積極的に推進するために、地域内分権を更に進

め、地域をきめ細かに支援できる組織体制の構築や、市民の声が届きやすい仕組みづくりに向

け、総合支所等への権限、財源の移譲について検討します。 

                                                      

�２３「経営会議」：市の重要な計画の策定や改正に関すること、また予算や組織、市政の重要事項に関する

こと等、市政の重要な方針を決定するにあたり、最終的な総合調整を行う会議です。市長が主宰し、各部長、

各総合支所長等で構成されています。 

�２４「政策調整会議」：経営会議の内部協議機関として、部局間の重要な協議及び調整に関すること、計画、

財務及び事務管理に係る協議及び調整等に関すること等、市政推進に係る部分調整や経営会議に諮る前の調

整を行う会議です。副市長が主宰し、一部の部長で構成されています。 

�２５「業務継続計画（ＢＣＰ）」：災害時における応急対策業務に加え、通常業務においても中断できない、

または早期再開を必要とする業務を「非常時優先業務」としてあらかじめ特定するとともに、業務の執行体

制や対応手順、継続に必要な資源の確保等について定めたものです。 
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【【【【改革改革改革改革のののの方向性方向性方向性方向性２２２２】】】】        人材育成人材育成人材育成人材育成・・・・活用活用活用活用のののの推進推進推進推進    

    

■■■■施策施策施策施策（（（（1111））））人材育成人材育成人材育成人材育成のののの推進推進推進推進 

  本市の人材育成の方向性を示した山口市人材育成基本方針について、働き方改革等、時代の

要請に応じて見直しを行いながら、一般職員から管理職まで、職位ごとに求められる能力の向

上に向けて、職員一人ひとりが自己啓発に努めるとともに、組織をあげた職員の育成を継続的

に実施していきます。職員一人ひとりの能力・業績を適正に評価し、人事管理を行うことで、

組織力を最大限に発揮する体制を整えるとともに、組織全体の業務効率の向上を図ります。 

  また、山口県ひとづくり財団で実施する研修に積極的に参加するとともに、本市独自で実施

する研修を充実することで、自己啓発の意識を持ち、地方分権に伴う自立的な政策形成や組織

運営を担うことができる職員の育成を図るとともに、市民に信頼される職員を育成します。 

 

■■■■施策施策施策施策（（（（2222））））効果的効果的効果的効果的なななな人員配置人員配置人員配置人員配置 

  平成２７年度に実施した行政診断において、本市の正規職員数は概ね適正であるとの結果が

出ています。今後は職員削減により市民サービスの低下を招かないように配慮しながら、新た

な定員管理計画では平成３０年度からの５年間における正規職員数を現状と同じ規模とするこ

とを基準として、年齢構成の是正を図りつつ、事務の委託化やＩＣＴ化等による業務内容の見

直しを行うことで、効果的・効率的な人員配置を図り、正規職員数の適正な管理に努めます。 

  また、トータルコスト26を意識しつつ、経験豊富な再任用職員の能力活用をはじめ、業務内

容に応じて任期付き職員27の採用や外部人材の活用、非常勤職員の配置等、多様な人材の活用

を進めます。 

 

■■■■施策施策施策施策（（（（3333））））働働働働きききき方方方方のののの改革改革改革改革 

  現在、国においては労働生産性を改善するため、仕事と子育てや介護を無理なく両立させる

ための長時間労働の是正や、テレワーク28の推進等による柔軟な働き方の推進、女性・若者の

人材育成など活躍しやすい環境整備等、働く人々の視点に立った働き方改革を強力に進めてい

ます。本市においても働き方改革の実現に向けて、育児や介護等、職員一人ひとりの実情に柔

軟に対応できる仕組みや、性別や年齢に関わらず、誰もが力を発揮し活躍できる環境の整備を、

一層進めていく必要があります。 

今後は、育児や介護等の様々な状況に合わせた働き方ができるよう、休暇・休業等に関する

制度や勤務時間シフト制度29等、既存の制度の周知や活用を促すとともに、フレックスタイム

制やテレワーク等の新たな制度導入に向けた検討を進めます。加えて、管理職への女性職員の

登用推進等と併せて組織全体の意識改革と働きやすい環境の整備を進めることで、女性職員の

更なる活躍の推進を図ります。これらの取組みが業務の効率化と併せて組織的に推進できるよ

うに、働き方改革に関する研修を実施することにより職員の意識啓発を図ります。 
                                                      

�２６「トータルコスト」：正規職員の人件費だけでなく、非常勤職員の賃金等を含めた全ての費用を指しま

す。 

�２７「任期付き職員」：民間人材の採用の円滑化を図るため、公務に有用な専門的な知識経験等を有する者

について、任期を定めて採用された職員です。 

�２８「テレワーク」：ICT(情報通信技術)を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことです。

「tele=離れた場所で」「work=働く」という意味の造語であり、遠隔勤務と訳すことができます。 

�２９「勤務時間シフト制度」：各種団体等との会議や交渉、又は事業説明会等、事前に通常勤務時間外に業

務が想定される勤務日において、業務の開始時間を午前７時から午後１時までの間に設定できる制度です。 
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【【【【改革改革改革改革のののの方向性方向性方向性方向性３３３３】】】】        ＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴ化化化化のののの推進推進推進推進    

    

■■■■施策施策施策施策（（（（1111））））ＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴ利活用利活用利活用利活用のののの推進推進推進推進 

  ＩＣＴの発達のスピードは著しく、有線・無線ネットワークの高速・大容量化や、ス

マートフォン等の情報端末の高機能化、ＡＩ30技術（人工知能）やＩｏＴ31（モノのイン

ターネット）の進展などを背景に、あらゆる分野で深く浸透してきています。 

  これまで人が行ってきた作業について、その多くの部分をＡＩが担っていくと言われ

ており、本市においてもこのような技術の有効性を見極めながら、活用手法について積

極的に研究を行っていく必要があります。 

  このような状況の中で、まずは情報システムの近隣自治体との共同利用（自治体クラ

ウド ）等により、ＩＣＴを活用した更なる業務の効率化やコスト削減を図っていきます。 

併せて、行政が保有する地図データや各種統計データ等の公共データを自由に利用で

きる形で公開することで、地域における活用や、民間のビジネス利用による新たなサー

ビスの提供につなげていきます。 

ＩＣＴの導入・研究を進めることで、地域課題の解決や公共サービスの高度化を推進

していきます。 

 

 

  

                                                      

�３０「AI」：Artificial Intelligence の略語で、人工知能と訳します。人間の知的営みをコンピュータに行わせ

るための技術のこと、または人間の知的営みを行うことができるコンピュータプログラムのことです。 

�３１「IoT」:Internet of Things の略語で、モノのインターネットと訳します。様々な「モノ（物）」がインタ

ーネットに接続され、更にモノが互いに繋がり、情報交換することにより相互に制御する仕組みのことを指

します。 
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【【【【基本方針基本方針基本方針基本方針ⅢⅢⅢⅢ】】】】        行政資源行政資源行政資源行政資源のののの有効活用有効活用有効活用有効活用    

 

本市の将来的な財政見通しでは、普通交付税の合併支援措置が平成３２年度（２０

２０年度）をもって終了するほか、生産年齢人口の減少により、市税等の大幅な増加

が見込めない一方で、高齢者人口の増加に伴い社会保障関係費が年々増加するなど、

厳しい財政状況が続くものと思われます。 

このような中、将来にわたり安定した行政を継続するためには、成果志向で効果的・

効率的に行政を経営するという考え方の更なる浸透を図るとともに、本市が持つ行政

資源（予算・人員・保有資産等）を有効に配分し、活用していくことが重要となりま

す。 

このため、行政評価システムに基づいたマネジメントサイクルの充実により、施策

や事業の目的、成果を明らかにし、より一層の市民の理解と、行政資源の有効活用を

図る中で、評価に基づいて予算や人材を効果的に配分するために、制度の更なる充実

を進めます。 

また、持続可能な財政運営を行っていくために、これまでの財政健全化に向けた取

組みを継続しつつ、今後の人口推計や財政推計等を踏まえながら中長期を見据えた取

組みを計画的に推進する中で、歳入、歳出の両面から更なる見直しを実施し、財政健

全化に向けた土台づくりに不断に取り組む必要があります。 

特に、本市が保有するインフラや公共施設については、高度成長期に集中的に整備

され、今後一斉に更新時期を迎えることから、将来的な維持管理や更新にかかる経費

の増大が大きな課題となっており、財政の健全運営に向けては、施設の長寿命化や有

効活用、統廃合の検討等、適正なマネジメントを行っていくことが必要不可欠です。 

そのため、多様な施設の方向性を一元的に検討する仕組みの構築を進めるとともに、

個別施設ごとの具体的な対応方針を定める等、適切なマネジメントに取り組みます。 
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【【【【改革改革改革改革のののの方向性方向性方向性方向性１１１１】】】】        行政経営手法行政経営手法行政経営手法行政経営手法のののの浸透浸透浸透浸透    

    

■■■■施策施策施策施策（（（（1111））））行政経営行政経営行政経営行政経営システムのシステムのシステムのシステムの成熟化成熟化成熟化成熟化 

行政資源を最大限有効に活用していくためには、施策の成果に基づいた事業の「選択」と

「集中」を市民と共に進め、本市が持つ予算や人材等の行政資源を効果的に配分していくこ

とが重要となります。 

本市が運用している行政経営システムでは、計画から評価までの一連のマネジメントサイ

クルを展開し、成果に着目した事業評価により行政資源の有効活用を促進するための行政評

価システムと、行政評価の結果による財源配分の重点化や事業コストの最適化を進めるため

の包括的予算制度、業務量や重点施策に応じて人材の配分を行う定員管理を連動し、経営的

な視点による事業展開を進めています。 

  今後は地方公会計32の導入に伴い、地方公共団体間で行政コスト情報等の比較や分析が可

能となる中で、予算編成や行政評価への活用について研究を深めるとともに、行政経営シス

テム全体の効率化に取り組む等、行政経営システムの成熟化を図ります。 

 

    

  

                                                      

�３２「地方公会計」：現金主義・単式簿記を特徴とする今までの会計制度に対して、新地方公会計制度では

発生主義・複式簿記といった企業会計手法を導入し、ストック(どれだけの資産を蓄えているか)やフロー(資

金がどのように動いたか、その流れ)を明らかにする会計手法のことです。 
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【【【【改革改革改革改革のののの方向性方向性方向性方向性２２２２】】】】        健全健全健全健全なななな財政基盤財政基盤財政基盤財政基盤のののの確立確立確立確立    

    

■■■■施策施策施策施策（（（（1111））））財政健全化財政健全化財政健全化財政健全化にににに向向向向けたけたけたけた取取取取組組組組みみみみ    

「山口市財政運営健全化計画」の推進により、財源不足を補うための基金からの繰入に頼

らない予算編成を継続していますが、合併に伴う財政支援措置のうち、普通交付税の算定替

が平成２７年度から逓減し、平成３２年度（２０２０年度）をもって終了する等、今後は厳

しい状況が想定されます。 

  そのため、今後も最小の経費で最大の効果の実現を目指し、職員数の適正管理や長時間労

働の是正等による人件費の抑制、行政評価システムの活用による事務事業の見直し、市税等

の徴収率向上等に、引き続き取り組みます。 

また、地域経済の活性化に大きな効果が期待できるふるさと納税33を積極的に促進するな

ど、自主財源の確保に取り組みます。 

 

■■■■施策施策施策施策（（（（2222））））公的財産公的財産公的財産公的財産のののの有効活用有効活用有効活用有効活用 

本市においては、人口減少や財政状況など今後の状況を見据えた上で、計画的に施設の維

持、管理を行うとともに、最大限有効活用を図るために、安全性の確保や必要なサービス提

供体制の維持、将来的な市民ニーズ等、総合的に検討を行っていくための基本方針として「山

口市公共施設等総合管理計画」を策定しました。 

同計画に基づき、厳しい財政状況の中でも、必要なサービスを継続できるよう、今後のま

ちづくりの方向性を踏まえた上で、公共施設の建替え等が必要な場合は、機能は維持しつつ

近接する施設との複合化を実施すること等により施設規模の効率化を図るとともに、既存施

設の用途転用や空きスペースの活用を促進することとしています。 

これらの取組みを具体化するために、多様な施設の方向性を一元的に検討する仕組みの構

築等、マネジメント体制の検討を進めるとともに、各施設の老朽化状況や維持管理コスト、

利用状況等の情報を整理した上で、個別施設ごとの対応方針を定めます。 

また、財源の確保の観点から、普通財産34の売却や貸付をはじめ、民間広告の掲載等、市

有財産の有効活用を進めます。 

 

 

  

                                                      

�３３「ふるさと納税」：応援したい自治体に寄附ができる制度で、寄附額から原則２千円を引いた額が所得

税・住民税から控除されます。集まった寄附金は、自然保護や文化財の保全、子育て支援といったまちづく

り等に活用されます。 

�３４「普通財産」：自治体が所有し管理する公有財産（土地・建物）のうち、公用又は公共用に供し、又は

供することと決定した財産を除いたもののことです。 



 24242424  

 

３３３３    今後今後今後今後のののの取取取取組組組組みみみみ    

(1) 情報の共有 

  行政改革は市民生活に密接に関連しており、大綱の推進にあたっては、市民の理解と協力を得

ながら進めていく必要があります。また、行政としての説明責任を果たす観点からも、個々の改

革の具体的方策を明らかにするために策定する「第二次山口市行政改革大綱推進計画」の実施状

況や成果を定期的に公表し、市民との情報の共有化を図ります。 

 

(2) 推進体制 

  大綱の推進にあたっては、課題や今後の取組みについて共通認識するとともに、全庁的な取組

が必要であることから、市長を本部長とする庁内組織「山口市行政改革推進本部」において大綱

の進行管理を行う等、大綱の総合的な推進を図ることとします。 

  また、各項目の計画的な取組みを推進するため、「第二次山口市行政改革大綱推進計画」に年

度ごとの計画を作成し、毎年度取組みの評価を行うとともに、計画の見直しも行います。 

  なお、この計画の実施状況については、民間有識者等の外部委員からなる「山口市行政改革推

進委員会」に報告し、行政改革の推進に関する意見を求めることとします。 

 

(3) 職員の意識改革 

  大綱を全庁的な取組みとして推進していくためには、職員一人ひとりが常に各々の職務に対し

て使命感と問題意識を持ち、自らが主体的に努力することが最も重要となります。このため、職

員が現状を十分理解し、行政改革の重要性を認識するとともに、庁内における情報の共有化を図

り、目標の達成に向けて一丸となって改革に取り組みます。 
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